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株式会社●●●（以下「甲」という。）と、株式会社●●●（以下「乙」という。）とは、甲が乙に委託する第１条第１項に定める業務（以下「本件業務」という。）に関し、以下のとおり本契約を締結する。

（業務）
第1条 本契約に基づき甲が乙に委託し乙が受託する業務は、●●●にかかる業務とする。
2． 乙は、善良なる管理者の注意をもって本件業務を誠実に遂行するものとする。

（基本契約と個別契約）
第2条 本契約は、甲乙間の本件業務の委託及び受託に関する基本的な事項を定めたものであり、甲乙の合意により締結される本件業務に関する個々の取引（以下「個別契約」という。）に対して適用される。
2． 本契約と個別契約の内容に相違がある場合は個別契約が優先的に適用される。 
3． 個別契約は、甲が乙に対し以下の各号に定める事項を記載した発注に関する書面を乙に送付（電子メールによる方法を含む。）し、乙がこれを受諾することにより成立するものとする。但し、甲が発注書を送付した後７営業日以内に乙が甲に対し特段異議を述べない場合には、個別契約が成立したものとみなす。

（主任責任者等）
第3条 乙は、乙の役職員の中から、本件業務の責任者（以下「責任者」という）として、本件業務を遂行するために必要な能力を有する者を選任するものとする。
2． 乙は、責任者を通じて本件業務の従事者に対し、本件業務の遂行、労働時間等の労務管理、労働安全衛生管理、企業秩序の維持確保等に関する適切な指揮命令又は管理・監督を行うものとする。　

（検収）
第4条 甲は、納入物がある場合、乙が納入した納入物について個別契約で定める期間内（個別契約に定めがないときは、14日以内とする）に、個別契約で定める方法にて検収し、乙に対し結果を通知するものとする。
2． 甲は、納入物が前項の検収に合格しない場合、乙に対し修正又は追完を求めるものとし、乙は直ちにこれを無償で修正して甲に納入し、甲は必要と判断した範囲で、前項所定の検収を再度行うものとする。

（委託料及び支払方法）
第5条 甲は乙に対し、本件業務の対価及び本件業務を遂行するために要する費用として、個別契約で定める委託料を支払う。
2． 甲は、前項で定める委託料を、個別契約で定める方法により支払う。

（所有権の帰属）
第6条 本件業務の遂行の過程で生じた納入物その他の成果物（以下「成果物」という。）の所有権は、甲から乙へ当該成果物に係る個別契約に基づく委託料が支払われたときをもって、乙から甲へ移転する。
2． 成果物の引渡しの前に生じた滅失又は損傷については、甲の責に帰すべき場合を除き、その滅失又は損傷の危険（リスク）は乙の負担とし、成果物の引渡しの後に生じた滅失又は損傷については、乙の責に帰すべき場合を除き、その滅失又は損傷の危険（リスク）は甲の負担とする。

（権利の帰属及び利用許諾）
第7条 本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等（以下、併せて「発明等」という。）に係る特許権その他の知的財産権（特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。但し、著作権は除く。）、ノウハウ等に関する権利（以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称して「特許権等」という。）は、当該発明等を行った当事者に帰属するものとする。

（著作権の帰属）
第8条 成果物に係る著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む。）は、乙から甲へ当該成果物の引渡しがなされたとき、又は甲から乙へ当該成果物に係る個別契約に基づく委託料が支払われたときのいずれか早いときをもって、乙または第三者が従前より有していたものを除き、乙から甲へすべて移転する。
2． 乙は、成果物について、甲又は甲から権利の許諾若しくは承継を受けた者その他甲の指定する者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。
3． 本条に基づく権利の移転等の対価は、委託料に含まれるものとする。
4． 乙は、甲の請求がある場合、成果物に関する権利の移転登録手続きについて甲に必要な協力を行うものとする。

（第三者の知的財産権の侵害の責任）
第9条 甲が成果物に関し第三者から著作権又は特許権等（以下本条において著作権及び特許権等を「知的財産権」と総称する。）の侵害の申立を受けた場合、乙はかかる申立によって甲が被った一切の損害を負担するものとする。但し、第三者からの申立が専ら甲の責に帰すべき事由による場合には、乙は責任を負わないものとする。

（再委託）
第10条 乙は、再委託先の名称及び本店所在地を明示した上で甲の書面による事前の承諾を得た場合に限り、本件業務の一部を第三者に再委託することができる。
2． 乙は、当該再委託先の行為について、自ら本件業務を遂行した場合と同一の責任を負うものとする。

（秘密保持）
第11条 甲及び乙は、互いに本契約及び本件業務に関連し知り得た相手方の技術上又は業務上又は営業上その他業務上の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示し又は漏洩させてはならず、本契約及び本件業務以外の目的に使用してはならないものとする。但し、甲又は乙は、自己若しくは関係会社の役職員又は弁護士、会計士若しくは税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると客観的基準に照らして合理的に判断される場合には、同等の義務を負わせることを条件に、自己の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができる。
2． 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については、適用しない。
（1） 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
（2） 開示を受けた際、既に公知となっている情報
（3） 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
（4） 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
（5） 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
3． 本条の規定は、本契約終了後も５年間、引き続き効力を有する。

（権利義務譲渡の禁止）
第12条 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾無くして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。

（解除）
第13条 甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
（1） 重大な過失又は背信行為があった場合
（2） 支払の停止があった場合、又は仮差押え、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあった場合
（3） 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
（4） 公租公課の滞納処分を受けた場合
（5） その他前各号に準ずるような本契約又は個別契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
2． 甲及び乙は、相手方が本契約又は個別契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合、又は是正される見込みがない場合は、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
3． 第１項及び第２項による本契約の解除は、当該解除権を行使した当事者による損害賠償の請求を妨げない。

（損害賠償）
第14条 甲及び乙は、相手方の責めに帰すべき事由により自己に損害が発生した場合、その損害を賠償するものとする。

（反社会的勢力の排除）
第15条 甲及び乙は、相手方（役員及び経営に実質的に関与している者を含む。以下本条において同じ）が、以下の各号に該当する者（以下「反社会的勢力」という。）であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約及び個別契約を解除することができる。
（1） 暴力団
（2） 暴力団員
（3） 暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者
（4） 暴力団準構成員
（5） 暴力団関係企業
（6） 総会屋等
（7） 社会運動等標ぼうゴロ
（8） 政治活動等標ぼうゴロ
（9） 特殊知能暴力集団等
（10） その他前各号に準ずる者
2． 甲及び乙は、相手方が反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約及び個別契約を解除することができる。
（1） 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
（2） 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
（3） 自己、自社若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えるために、反社会的勢力を利用した又は利用していると認められるとき
（4） 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
（5） その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3． 甲及び乙は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約及び個別契約を解除することができる。
（1） 暴力的な要求行為
（2） 法的な責任を超えた不当な要求行為
（3） 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
（4） 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為
（5） その他前各号に準ずる行為
4． 乙は、自ら又は自らの下請又は再委託先業者（下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下本条において同じ。）が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項乃至第３項各号に該当しないことを確約する。
5． 乙は、その下請又は再委託先業者が前項に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。
6． 乙は、乙又は乙の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、甲の捜査機関への通報及び甲の報告に必要な協力を行うものとする。
7． 乙が、第4項、第5項、第6項の規定に反した場合には、甲は本契約を解除することができる。
8． 甲及び乙は、本条各項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、かかる解除により当該解除権を行使した当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

（契約期間）
第16条 本契約の有効期間は、本契約締結日から１年間とする。但し、期間満了の１ヶ月前までに甲乙いずれからも契約終了の申出がない場合、本契約は更に１年間更新されるものとし、以後も同様とする。

（規定外条項）
第17条 本契約に定めのない事項又は条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙双方誠意をもって協議の上、解決を図るものとする。

（管轄）
第18条 本契約及び個別契約に関する一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約締結の証として本書２通を作成、甲乙記名押印の上各1通これを保管する。但し、本契約を電子契約にて締結した場合には、本契約締結の証として本契約の電磁的記録を作成し、甲乙電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。


（西暦）　　　年　　月　　日

甲	（所在地）	〇〇〇
	（名称）		〇〇〇
	（代表者）	〇〇〇

乙	（所在地）	〇〇〇
	（名称）		〇〇〇
	（代表者）	〇〇〇
2

